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放射性物質等による内部被ばくの検査に関する実態把握の結果（概要） 

 

【実態把握の背景事情】 

○ 「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」（23 年５月 17 日原子力災

害対策本部決定）において、基金を造成し、「県民健康管理調査」や「内部被

ばく測定」等を行うことを明示                （資料１） 

○ これを受けて福島県は、「福島県民健康管理基金」を造成し（23 年９月）、

健康管理・調査事業を実施。この事業の一つとして、福島県内で警戒区域等

及び比較的放射線量が高い地域にいた住民を対象に、内部被ばく検査をＷＢ

Ｃ（ホールボディカウンタ）を用いて実施（10 月 31 日までに約 6,600 人に

対し実施）                         （資料２） 
※ 「福島県民健康管理基金」は、平成 23 年度第二次補正予算による国の交付金 962 億円で造

成。うち健康管理・調査事業分 782 億円 

※ ＷＢＣは、コバルト－60、セシウム－137 などによる内部被ばく線量を評価するために有効

と認められた測定機器である。 

  ○ 福島県民は県内のみならず全国各地に避難（23年 11月２日現在約５万８千人） 

内部被ばく検査の対象者は、県外に避難した者の中にもいるが、その実

施方法は明確になっていない 

〇 福島県の市町村、県内外の県民等から内部被ばく検査の実施要望が多く

寄せられている 

 

【実態把握の結果】 

 １ 内部被ばく検査の実施状況 

① 福島県は、ＷＢＣ５台（注）で検査を実施中。24 年１月までに新たに５

台を順次導入 

（注） 福島県のＷＢＣ１台、茨城県所在の（独）日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）のＷ

ＢＣ４台を使用（23 年 10 月時点） 

② 他方、全国には、原子力防災計画で緊急被ばく医療を行うこととされて

いる「二次・三次被ばく医療機関」のうち 24 機関にＷＢＣが 27 台配置済

みで、次のとおり、既に福島県民に対する内部被ばく検査を実施している

ところあり 

ⅰ 新潟県立がんセンター新潟病院（二次被ばく医療機関）は、福島県から

依頼を受け、ＷＢＣ１台で、福島県からの避難者を対象に、当面 23 年

度末まで検査を実施（両県で契約を締結し、諸費用を基金で賄う予定） 

ⅱ 広島大学（三次被ばく医療機関）及び長崎大学（二次被ばく医療機関）は、
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独自の判断で、福島県からの避難者等を対象に検査を実施中（ただし、

両機関では、基金の存在を知らず、使用していない） 

 

２ 全国の二次・三次被ばく医療機関におけるＷＢＣの有効活用 

全国の二次・三次被ばく医療機関のＷＢＣを活用すれば、福島県から全

国各地に避難している者も対象として検査を実施することが可能（資料３） 

また、実態把握の結果、次のようなあい路の解消が必要となることが分か

った 

① 福島県が実施している検査と同等の検査精度等で検査を実施できる

ＷＢＣかどうかは現時点では明らかとはなっていないこと。 

② 同等の検査精度等のＷＢＣであっても、 

ⅰ 長期的かつ日常的に多数の被検者の検査を実施していく場合には、

ＷＢＣの操作者と評価者を新たに雇用することなどが必要になるこ

と。 

ⅱ ＷＢＣの調整・校正、検査精度や線量評価の方法の共通化、職員

への研修等の技術的・専門的な支援が必要となること。 

 

 

【平成 23 年 12 月 21 日、内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チー

ムに対し、次の課題に対応するよう要請】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県及び関係省庁と連携を図りながら、次のような措置を講ずること

により、福島県民に対する円滑かつ効率的な内部被ばく検査の実施を推進

していくことが課題 

① 全国の二次・三次被ばく医療機関に対し、既に福島県からの依頼を受

けて内部被ばく検査を実施している先行事例を紹介しつつ、福島県内外

に在住する福島県民の内部被ばく検査の実施を要請すること。 

② 二次・三次被ばく医療機関において福島県民の内部被ばく検査を実施

する場合には、ＷＢＣの調整・校正、検査精度や線量評価の方法の共通

化、ＷＢＣの操作者及び評価者への研修等の技術的・専門的な支援を行

うこと。 

上記の措置を講ずるに当たっては、全国の被ばく医療機関におけるＷＢ

Ｃの検査精度等を把握しておく必要 



＜ステップ１＞ ＜ステップ2（ステップ１終了後3～6ヶ月程度）＞ 中期的課題

１．東京電力福島第一原子力発電所事故の事態収束に向けた取組

２．モニタリングの強化・継続実施

３．避難区域等に係る取組・ふるさとへの帰還に向けた取組

原子力被災者への対応に関する当面の取組のロードマップ（7/19日段階） 平成23年7月1９日
原子力災害対策本部

警戒区域・計画的避難区域の空間線量率の測定

放射線量等分布マップ（線量測定マップ、積算線量推定マップ、土壌濃度マップ、
農地土壌放射能濃度分布マップ）の継続的な作成・公表

モニタリング調整会議に基づく各省のモニタリング強化（農地、森林、食品（農・林・畜・水産物）、水環境、水道水等）

航空機モニタリングの継続実施環境モニタリング
の継続的実施
空間線量、土壌、
海水、海底土壌

緊急時避難準備区域の空間線
量率の評価

放射線量等分布マップの
作成・公表

応急仮設住宅の確保
７月末までに14000戸を完成させる見通し

（現時点：7月19日）

原子炉施設の安定性の評価

放射線量が着実に減少傾向
となっている

放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている

区
域

具
体
的

原子炉施設の安定性の評価、詳細モニタリングの実施など

４．その他の支援策

地域活力の再生・復興策の検討・実施

がれき・下水汚泥の処理方針検討・決定 がれき、汚泥等の回収、一時保管、処理の実施

内部被ばく測定の実施

一時立入の実施（第一巡、乗用車）・効率化

土壌等の除染・改良手法の実証研究

避難住民（避難費用、精神損害）、農林漁業者、
中小企業への仮払い実施

中間指針等を受けた賠償の準備・受付及び支払いの実施

必要に応じて順次指針を追加

県民健康管理調査の基本調査の実施

第二巡以降

子ども・妊婦に対する積算線量計の貸与、子ども等に対する放射線影響防止策の実施

生活空間の線量低減に関する手引きの公表
除染ガイドラインの作成

土壌・生活空間等における除染・改良の段階的実施

１次、２次指針、２次
指針追補の策定

中間指針（原子力
損害全体）の策定

原子力被災者・
子ども健康基金
の造成

計画的避難の概ね完了

県民健康管理調査の詳細調査の実施（子どものガン検診を含む）県民健康管理調査
の先行調査の実施

内部被ばく
測定事業開始

域
解
除
の

的
検
討
・実
施

012028A
長方形

001838
タイプライターテキスト
（注）　枠線は当省が付した。

001838
タイプライターテキスト
資料１

001838
長方形



福島県民健康管理基金(経済産業省からの交付金分 782 億円)による県民健康管理（支援）事業(概要)  
 

（注） 実態把握結果に基づき当省が作成した。 

 

 

 

 

資料２ 

 

〇 福島県内で警戒区域等及び比較的放射線量が高い地域の住民

を対象として、ＷＢＣによる内部被ばく検査を実施（平成 23 年

６月 27 日から７月 28 日まで（独）放射線医学総合研究所にお

いて先行的に実施） 

○ 23 年 10 月現在、主に(独)日本原子力研究開発機構の４台と南

相馬市立総合病院の１台のＷＢＣで実施（10 月 31 日までに

6,608 人)、今後も継続 

<ＷＢＣの購入予定> 

 24 年１月までに福島県で５台を購入予定(全て車載搭載型) 

・子ども等に対する積算線量計の貸与事業等 

対象者 ：子ども、妊婦 

事業内容：市町村が実施する個人線量計、ガラスバッジ等の貸

与事業及びサーベイメーターの整備事業への補助等 

・子ども屋外体験活動支援事業 

 対象者 ：幼児、小・中学生とその家族等 

 事業内容：自然体験活動等への補助、自然体験活動等の実施 

県民健康管理調査 ＷＢＣ（ホールボディカウンタ）による内部被ばく検査

子ども等に対する積算線量計の貸与事業等 

基本調査 

 全福島県民(約 202 万人)を対象に質問票により行動記

録等を把握し、被ばく線量を推計。環境モニタリング

の結果等から他の地域に比べ放射線量が高い可能性が

あると考えられる浪江町、飯舘村及び川俣町山木屋地

区を対象に平成 23 年６月下旬から先行して実施。これ

ら以外の地域の福島県民については、23 年８月 26 日

から質問票を送付開始。 

 

詳細調査 

(平成 23 年 10 月から実施) 

１．甲状腺超音波検査(対象：県内18歳以下(約36万人))

２．健康診査(対象：避難区域等の住民) 

３．こころの健康度調査(対象：避難区域等の住民) 

４．妊産婦に関する調査(対象：県全域妊産婦) 

データベースの構築(個人別に一元管理) 
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：

：

（注）１ 当省の実態把握結果による。
２ 医療機関名の横の数字はWBC保有台数（平成23年6月6日現在）で、原子力被災者生活支援チームの資料による。

二次・三次被ばく医療機関が保有するホールボディカウンタ（ＷＢＣ）の状況（平成23年10月現在）

福島県からの依頼を受けて内部被ばく検査
を実施している県

WBCを保有する二次・三次被ばく医療機関が
所在する県

独自に内部被ばく検査を実施している二
次・三次被ばく医療機関が所在する県

札幌医科大学付属病院 １

国立病院機構

北海道がんセンター １

青森県立中央病院 １

八戸市立市民病院 １

弘前大学医学部付属病院 １

国立病院機構

仙台医療センター １

宮城県立循環器・

呼吸器病センター １

福島県立医科大学

医学部付属病院 １

国立病院機構

水戸医療センター １

茨城県立中央病院 ２

独立行政法人

放射線医学総合研究所 ３

北里大学病院 １静岡県立総合病院 １

国立病院機構

大阪医療センター １済生会川内病院 １

長崎大学病院 １

唐津赤十字病院 １

島根県立中央病院 １

広島大学 １

国立病院機構

岡山医療センター １

福井県立病院 １

石川県立中央病院 １

国立病院機構

金沢医療センター １

新潟県立がん

センター新潟病院 １

資料３




